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令和６年度 加美町かみ～ご留学生募集要項 ＜県内申込者用＞ 

加美町・加美町教育委員会 

 

 加美町は、下記内容により加美町外から宮城県中新田高等学校へ入学を希望する生徒を加美町留

学生（以下、「加美町かみ～ご留学生」という。）として募集する。 

 

Ⅰ．目 的  

   宮城県中新田高等学校において実施される地域と連携した『地域創造学』やカヌー競技など

の部活動等に特に関心がある生徒が、中新田高校で３年間学ぶことによって、自ら学ぶ姿勢と

誠実な心、そして周囲（地域）と共に生きる力を育むとともに、今後、関係人口等として本町と

継続した関係を構築することを目的とする。 

 

Ⅱ．申込み資格  

  下記の（１）から（３）をすべて満たすことが必要である。 

（１） 申込時において、来春に加美町外の中学校を卒業見込みの者又は卒業した者で下記ⅰま

たはⅱに該当するもの 

ⅰ．令和６年度宮城県立高等学校入学者選抜方針における【全国募集選抜】の出願資 

格の要件を満たす者 

（以下、「全国募集者」という）。 

ⅱ．加美町での地域と連携した地域創造学やカヌー競技などの部活動等に特に関心

があり、かつ、宮城県内に保護者等と居住しているが、当該居住地から宮城県中

新田高等学校へ通学するのが社会通念上困難であるなどの特段の事情があると

認められる者。 

（以下、「県内申込者」という）。 

  （２）宮城県中新田高等学校への入学を希望する者 

  （３）保護者等の親元を離れ、加美町に居住しながら高校生活を送ることができる者 

 

Ⅲ．住まいや町の支援について  

◎全国募集者 

・男女ともに、寮（アパート・個室タイプ）で生活する。 

 ※寮（アパート・個室タイプ）部屋代は無料（町負担）とする。ただし、共益費等は含まな 

い。 

   ・入寮する期間は最長３年間とする。 

  ○県内申込者 

 ※全国募集者と同様 
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Ⅳ 経費等  

 （１）住居費  

◎全国募集者 

・食費、光熱水費等は実費負担。 

・退去時のハウスクリーニング費用及び使用した部屋の原状回復費用は実費負担とする。 

・入寮する際には、火災保険への加入が別途必要（保護者負担）。 

   ○県内申込者 

※全国募集者と同様 

（２）医療費 １８歳に到達した年度まで、自己負担分を全額町が負担する。 

（３）諸 費 校内外の活動費や初期費用（制服、教科書等）は自己負担となる。 

（４）その他 加美町かみ～ご留学生として町の支援を受けるには、加美町への住民登録が必要 

である。 

 

Ⅴ．全国募集者について  

  『令和６年度 加美町かみ~ご留学生募集要項【全国募集者用】』参照のこと。 

 

Ⅵ．県内申込者について  

１ 留学の時期、期間、人数等 

  （１）留学開始時期 令和６年４月１日 

  （２）留学期間   ３年間 

  （３）募集人数   数名程度 

 

２ 申込方法 

   ・在学中学校を通じて、所定の申込書類を加美町教育委員会へ簡易書留またはレターパック

プラスにより郵送すること。 

 

３ 申込期間   

   令和５年１２月１９日（火）から令和６年１月１９日（金）※消印有効  

 

４ 申込に必要な書類 

   下記の（１）から（３）の書類を提出し、申込を行うこと。 

   （１）加美町かみ～ご留学生申込書 

  （２）申込者調査書 

  （３）通学困難等事情申出書 
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５ 選考方法 

   ・加美町教教育委員会が主催する選考委員会において『加美町かみ～ご留学生申込書』、『申

込者調査書』及び『通学困難等事情申出書』の書類選考に加え、面接により選考を行う。 

  ・面接試験の実施日については、令和６年１月下旬に実施する。（開催日時及び場所等の詳細

については申込受付後に別途連絡する。） 

  

６ 留学生候補者の認定 

  （１）面接実施時後、在校中学校長を通して通知する。 

（２）留学生候補者に認定された者は、宮城県中新田高等学校の入学試験（宮城県立高等学校

入学者選抜）を受験すること。 

（３）認定された者の書類提出に記載内容の事実相違が認められた時は、認定を取消すことが

ある。 

 

７ 留学生の決定 

・県内申込者ついては、当該選考で留学生候補者に認定され、かつ宮城県中新田高等学校の入

学試験に合格した者を留学生として決定する。 

    なお、宮城県中新田高等学校入学後においても、年に１回程度面談等を実施し、留学生認

定継続の可否について判断するものとする。 

 

 ８ 申込から決定の流れまで【県内申込者用】  

申込 

 

【令和５年１２月１９日（火）~令和６年１月１９日（金）】 

※消印有効（簡易書留またはレターパックプラスでの郵送） 

 本人が現在通っている中学校を通じて、加美町教育委員会へ

申込みをすること。 

選考 【令和５年１月下旬に実施】  

加美町教育委員会が主催する選考委員会において『加美町

かみ～ご留学生申込書』、『申込者調査書』及び『通学困難等

事情申出書』の書類選考に加え、面接により選考を行う。 

・開催日時及び場所等の詳細については申込受付後に別途連絡

する。 

留学生候補者の 

認定 

【選考のための面接実施後】 

加美町が上記選考結果に基づき、在学中学校長を通じて申込

者に通知する。 

入試 【令和６年３月５日（火）】 

宮城県中新田高等学校において入学試験（宮城県立高等学校

入学者選抜）を受験すること。 

決定 【令和６年３月１４日（木）以降】 

加美町かみ～ご留学生候補者に認定され、かつ宮城県中新田

高等学校の入学試験合格者が、加美町から加美町かみ～ご留学

生として決定される。 
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Ⅶ． 申込み・問合せ先  

  〒981-4401 宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷一番５２番地４ 

  加美町教育委員会教育総務課 学校魅力化推進係 

  ＴＥＬ：0229-69-5112 ＦＡＸ：0229-63-6433 

  E-mail：kyouikusoumu@town.kami.miyagi.jp 


